
国立大学法人東京農工大学学生表彰規程の一部を改正する規程 

国立大学法人東京農工大学学生表彰規程（16教規程第11号）の一部を次のとおり改正する。 

現 行 改正後 備 考 

国立大学法人東京農工大学学生表彰規程 

平成 16 年４月７日

16 教 規程第 11 号

第１条－第４条 省略 

 

（事務） 

第５条 表彰に関する事務は、学務チームにおいて処理する。

 

第６条 省略 

 

附 則 省略 

 

 

 

 

第１条－第４条 省略（現行どおり） 

 

（事務） 

第５条 表彰に関する事務は，学生支援チームにおいて処理する。

 

第６条 省略（現行どおり） 

 

  附 則 省略（現行どおり） 

   

  

 

附 則（１９教規程第２号） 

 この規程は，平成１９年３月１９日から施行し，平成１８年４月１日から適用する。 

 


